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（２）不正改造車を排除する運動
道路交通に危険を及ぼし、環境悪化の原因となるなど社会的問題となっている不正改造車

を排除するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力のもと、毎年６月を強化月間と
して「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、自動車使用者及び自動車関係事業者
等の不正改造防止に係る認識の更なる高揚を図るとともに、街頭検査の重点的実施等により、
不正改造車の排除を行っています。
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不正改造の罰則等
１．不正改造等の禁止（道路運送車両法第 99 条の 2）

何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等（不
正改造行為）を行ってはいけません。これに違反した場合は 6 ヶ月以下の懲役又は 30 万円
以下の懲罰が科せられます。

２．整備命令等
（１）整備不良に係る整備命令（道路運送車両法第 54 条）

地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない
状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、
又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。こ
の場合、使用の方法若しくは経路の制限等を指示することもあります。この命令又は指
示に従わない場合は、50 万円以下の罰金が科せられます。また、この命令又は指示に従
わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6 ヶ
月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科せられます。

（２）不正改造に係る整備命令（道路運送車両法第 54 条の 2）
自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある
自動車を不正改造車と呼びます。
①　地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整

備を行うことを命ずることがあります。
②　①の命令を発令したときは、当該自動車に整備命令標章を貼付します。
③　整備命令が取り消されるまでは②の整備命令標章を剥がしてはいけません。
④　①の整備命令を発令された使用者は、15 日以内に必要な整備を行い、当該自動車及

び自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。
⑤　自動車の使用者が①の命令又は指示に従わない場合は、③又は④の規定に違反した

ときは、一定の期間当該自動車の使用を停止することがあります。
⑥　⑤の使用停止期間が満了した後でも、当該自動車が保安基準に適合していなければ、

当該自動車を引き続き使用できません。
　　なお、①の整備命令違反及び④の現車提示違反については、50 万円以下の罰金が科

せられ、⑤及び⑥の使用停止違反については、6 ヶ月以下の懲役又は 30 万円以下の
罰金が科せられます。


